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平成１７年６月７日開催の閣議で、「大気汚染防止法施行令」の改正内容が閣議決定される見込みと

なり、また、あわせて「大気汚染防止法施行規則」の改正と「揮発性有機化合物（ＶＯＣ）濃度の測定法」

に関する環境省告示が制定されることになりました。 

 ＶＯＣについては、１６年５月に公布された大気汚染防止法の改正内容の中で、規制と事業者の自主

的取組みを組合せて排出抑制を行うとの方針が初めて盛り込まれ、排出量が多い施設を規制対象と

し、都道府県知事への届出義務・排出基準遵守義務を課すとしています。 

 今回閣議決定される施行令は、ＶＯＣ排出施設を設置している事業者に対する報告徴収と立入検査

の内容を定めるとともに、ＶＯＣ排出規制に関して指定都市の長と中核市の長が行う事務処理の範囲

を定めました。  

 また「大気汚染防止法施行規則」では、ＶＯＣ施設のタイプごとの排出基準、ＶＯＣ排出施設に関する

都道府県知事への届出事項を定めたほか、「揮発性有機化合物濃度の測定法」に関する環境省告示

では、ＶＯＣ試料採取装置、分析計、測定手順に関する規定を整備しました。 

 この施行令、施行規則、告示の公布はいずれも１７年６月１０日、施行は１８年４月１日の予定です。 

ＶＯＣ測定、排出抑制対策等について当社では専門の担当がお問い合わせに対応させていただい

ております。お気軽にお問い合わせください。 
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